
　　 　　　　　 年　　　　月　　　　日

(あて先)大阪市立中央図書館長

　大阪市立図書館から借用した資料に事故がありましたので届出します。

「事故資料についてのご案内」の説明を受け、事故(滅失又は損傷)が確定した場合は、

大阪市立図書館規則第9条により、現物を弁償することを了承します。

＊現物が入手不可の場合は、図書館が指定する資料を代納します。

ふりがな

名前 (自署)

住所
〒 　

　 　 　　　年　　　　月　　　　日

□自宅　□その他（　　　　　　　　　　）

□滅失　□損傷　□盗難　□その他（　　　　　　　　　）

4.事故資料名

所蔵館
中央担当部署 確定

□弁償
円 □現物□代物

□相当せず

□弁償
円 □現物□代物

□相当せず

□弁償
円 □現物□代物

□相当せず

□弁償
円 □現物□代物

□相当せず

□弁償
円 □現物□代物

□相当せず

 受付者

受理番号

4

1

2

1.事故資料借用年月日

※ご記入いただいた個人情報は、個人情報保護法を遵守し、借用資料の事故に関する業務にのみ使用し、それ以外の目的には使用いたしません。

借用資料事故届

図書館カードの番号

5

3

2.事故発生場所

3.事故の種類

資料管理番号 資料名 価格 備考

電 話 番 号


